
令和８年度基幹系システム端末等更改に係る賃貸借仕様書

１ 趣旨

本仕様書は、小鹿野町が行う令和８年度基幹系システム端末等更改に係る賃貸

借事業について、受注者を選定するために作成したものである。

２ 概要

本仕様書に基づき６０か月分のリース料率で算定し、６０か月のリース金額を

入札金額として見積もり、提出すること。

３ 件 名 令和８年度基幹系システム端末等更改に係る賃貸借(長期継続事

業)

４ 導入業者 株式会社ＴＫＣ

５ 導入価格 ３２，６０６，０００円（税抜き）

６ 納入期限 令和８年１１月３０日

７ 使用場所 小鹿野町役場本庁舎ほか

８ 物件の明細及び調達仕様

本賃貸借契約に係る機器等の明細は、別添「仕様明細書」によるものとする。

※明細の価格等の詳細については、明細に記載の導入業者に確認を行ってくだ

さい。

９ リース期間 令和８年１２月１日から令和１３年１１月３０日まで

１０ 契約方法 ６０か月賃貸借契約

１１ 支払方法 月末締め翌月末払い



１２ 動産総合保険 機器に対する動産総合保険を付保するものとする。

１３ その他

１） リース物件にかかる公租公課、動産保険料については、受注者負担とする。

２） リース物件の保守料については、小鹿野町が別途負担する。

３） 上記契約期間満了後も、町及び受注者の協議により契約を延長できること

とする。

４） 次に示す別添「賃貸借事業明細書」に含まれる役務については、６０か月

で完了し再リース物件の対象としないこと。

・「１.基幹系システム用PC関連」の「(3)富士通PC 初期インストール費」

・「４.OCR制御用端末」の「(2)富士通PC 初期インストール費」

・「６.作業費」

５） 今回導入する機器については、賃貸借契約満了時（延長契約の際は、延長

契約満了時）は、受注者が引き取るものとし、その際に係る経費（運搬・廃

棄等）は受注者負担とする。

６） リース期間が終了した後、受注者は、機器の引き取りを行い記憶装置に残

存する設定情報を復元不可能な水準で完全に消去し、データ消去にかかる報

告書、証明書等を提出すること。

７） リース物件について、メーカー都合等により同一の物件が納品できない場

合は、後継機種又は同等あるいはそれ以上のものを提供することとし、その

際には小鹿野町に対し書面で報告を行い承認を得ること。

８） この契約に係る業務の履行の全部または一部を第三者へ委託（以下「再委

託」という。）してはならない。ただし、小鹿野町に対し書面で再委託に関

する申出を行い、これを小鹿野町が承諾し書面による回答を得た場合は、こ

の限りでない。

９） 本仕様書に定めのない事項については、小鹿野町と受注者（必要により、

導入業者を含む。）の間で協議の上で決定すること。


